
運営業者選定に係る実施要項 
 
 

日本大学国際関係学部 
 

１ 業務名 
  日本大学国際関係学部キッチンカー営業委託 
 
２ 趣旨・目的 
  本学部は，国際関係学部，大学院国際関係研究科，短期大学部（三島 
 校舎），三島高等学校・中学校を本校舎敷地に併設している。各部科校に配属 
 されている教職員も含め，幅広い年齢層の需要に応えると共に，価格の満足 
 が得られるキッチンカーの運営を，本学部が最適と考える業者に委託し， 
 学生の福利厚生を充実させることを目的とする。 
 
３ 施設等 
 ① 営業場所  日本大学国際関係学部本校舎桜アリーナ・大講堂外周 
         静岡県三島市文教町２－３１－１４５ 
          ※施設概要は，別紙１を参照のこと。 
 ② 主な利用対象 ・学生 （令和７年５月１日現在４，６０６名） 
         ・教職員（令和７年５月１日現在 ２１４ 名） 
 
４ 業務概要 
 ① 委託内容  取扱い商品は原則として一任する。 
 ② 契約期間  令和８年４月１日から令和 11年３月 31日 
         ※ ただし，業務実績が良好で学生から好評を得られている 
           場合，契約を２回まで更新することができる。 
 ③ 営業時間  営業時間は，原則として次のとおりとする。 
         （１）平日 11時 00分から 16時 00分 

         （２）土日祝祭日，年末年始及び本学行事に係る期間（入学 
            式，学位記伝達式，入学試験，学部祭）については， 
            休業とする。 
         （３）原則として，本学部が曜日毎に出店するキッチンカー 
            を割り当てる。応募多数の際は，各週１日限りの営業 
            とする。また，１日に営業できるキッチンカーの台数 
            は２台とする。 
 
 
 
 



５ 営業条件 
 ① 本学部から電源の供給等，営業補償は行わないが，出店料は徴収しない。 
 ② 出店場所は，本校舎敷地の指定された箇所に限定する。三島駅北口校舎に 
   おける営業は認めない。 
 ③ 販売当日に，売上げた食数及び金額を書面で報告することを義務付ける。 
 
６ 参加資格 
  公募に参加する者は，次に掲げる要件をすべて満たしていること。 
 ① 破産，民事再生，会社更生，特別清算等の手続申立を受けていないこと。 
   又は，自らこれらを申し立てていないこと。 
 ② 法人税・法人事業税・消費税又は地方消費税等の滞納をしている者でない 
   こと。 
 ③ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律 
   第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。）又はその構成員の統 
   制下にある法人ではないこと。 
 ④ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条に規定する風俗 
   営業，接待飲食等営業，性風俗関連特殊営業及びこれらに類する業を営む 
   者でないこと。 
 ⑤ キッチンカー事業に実績があり，長期間に渡り安定した運営が可能なこと 
   に加え，営業許可の資格を有していること。 
 
７ スケジュール 
 ① 募集要項の公表期間 
  令和７年 10月 30日（木）～令和７年 11月 14日（金） 

 ② 質問受付期間 

  令和７年 11月 12日（水）～令和７年 11月 14日（金） 

 ③ 質問回答日 

  令和７年 11月 18日（火） 

 ④ 参加表明書及び提案書提出期限 

  令和７年 11月 21日（金） 

 ⑤ 審査 

  令和７年 12月 18日（木）学生生活委員会 

  令和８年 1 月 20日（火）事務執行部会 

 ⑥ 選考結果通知 

  令和８年１月下旬 

 

８ 募集手続等 

  別紙「募集要項」のとおりとする。募集要項は，本学部公式ホームページ 

 「TOPICS」にお知らせとして掲載し，公表する。 
 
 



９ 審査 
 ① 審 査 日 令和７年 12月 18日（木）学生生活委員会 

        令和８年 1 月 20日（火）事務執行部会 
 ② 審査方法 別紙「審査基準表」に基づき審査員が評価を行う。評点合計に 
       より，候補者及び順位を決定する。 
 ③ 審 査 員 学生生活委員会，事務執行部 
 
10 評価方法 
 ① 審査基準 
  別紙「審査基準表」のとおり 
 ② 評価方法 
  提案書，評価基準に基づいて，総合的に判断する。 
 ③ 審  査 
    ９－①～③に準ずる。 
 ④ 候補者の選定方法 
  審査基準による評点合計が最も高い者を候補者として選定する。 
 ⑤ 失格事項 
  次のいずれかに該当した場合は失格とする。 
  （１）提出した書類に虚偽の内容を記載した場合。 
  （２）評価の公平性に影響を与える行為があった場合。 
  （３）その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行った場合。 
 
11 選定結果の通知 

  候補者選定後，参加者全員に選定又は非選定の結果を通知する。 

 

12 契約 

  候補者と詳細を詰めた後，契約を行う。候補者が辞退した場合は，次順位者 

 を候補者とする。 

  公募により応募する業者がない場合は，本学部が指名する業者との随意契約 

 とする。 

 

13 担当部署 
  日本大学国際関係学部学生課 
  電話：０５５－９８０－１９０１ 
  Mail：ir-gakusei@nihon-u.ac.jp 

以  上  
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